


都道府県内における1人当たり所得の格差（平成21年度） 

（注１）厚生労働省保険局「平成22年度国民健康保険実態調査」（保険者票）における平成21年所得である。 
（注２）ここでいう「所得」とは、旧ただし書所得（総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と 
   区分して計算される所得の金額から基礎控除を除いた金額）である。 

１人当たり所得の全国平均  ６３．８万円  

(万円) (万円） (万円） (万円）
北海道 54.1 斜里町 175.5 赤平市 30.0 5.9 滋賀 59.0 栗東市 87.3 甲良町 40.5 2.2
青森 43.5 三沢市 70.6 鶴田町 30.2 2.3 京都 53.5 長岡京市 67.5 与謝野町 38.7 1.7
岩手 44.6 藤沢町 59.1 遠野市 35.5 1.7 大阪 53.7 箕面市 81.4 泉南市 39.1 2.1
宮城 53.1 丸森町 117.2 涌谷町 38.5 3.0 兵庫 59.9 芦屋市 108.6 新温泉町 42.9 2.5
秋田 43.6 大潟村 210.7 小坂町 32.7 6.5 奈良 55.2 生駒市 78.6 御杖村 31.5 2.5
山形 50.1 山形市 58.3 小国町 35.6 1.6 和歌山 45.1 みなべ町 57.5 北山村 27.5 2.1
福島 48.5 矢吹町 79.1 昭和村 35.0 2.3 鳥取 45.0 日吉津村 56.7 八頭町 36.4 1.6
茨城 61.8 守谷市 84.0 北茨城市 40.9 2.1 島根 50.7 海士町 64.9 津和野町 37.3 1.7
栃木 65.4 宇都宮市 83.4 茂木町 47.4 1.8 岡山 52.2 浅口市 64.2 美作市 34.5 1.9
群馬 59.4 昭和村 105.6 上野村 42.8 2.5 広島 59.8 海田町 74.1 神石高原町 42.2 1.8
埼玉 73.1 和光市 93.2 皆野町 46.9 2.0 山口 52.1 田布施町 71.9 阿武町 43.9 1.6
千葉 73.6 浦安市 109.6 九十九里町 46.0 2.4 徳島 40.1 松茂町 49.9 つるぎ町 22.8 2.2
東京 93.5 港区 210.7 奥多摩町 56.5 3.7 香川 53.3 直島町 70.8 小豆島町 42.0 1.7
神奈川 87.3 伊勢原市 120.5 山北町 68.5 1.8 愛媛 47.4 松山市 57.4 松野町 24.2 2.4
新潟 52.1 津南町 60.6 阿賀町 35.7 1.7 高知 42.9 馬路村 61.2 大豊町 27.3 2.2
富山 57.8 舟橋村 64.6 氷見市 51.1 1.3 福岡 49.1 太宰府市 81.7 川崎町 21.5 3.8
石川 58.1 野々市町 68.7 中能登町 42.1 1.6 佐賀 50.8 白石町 63.1 大町町 34.6 1.8
福井 57.5 越前町 65.5 大野市 47.5 1.4 長崎 43.7 長与町 57.5 平戸市 36.2 1.6
山梨 58.4 山中湖村 93.9 丹波山村 45.6 2.1 熊本 46.4 西原村 66.0 津奈木町 25.3 2.6
長野 54.5 軽井沢町 93.5 大鹿村 35.3 2.7 大分 42.8 大分市 48.1 姫島村 24.8 1.9
岐阜 63.9 白川村 118.5 富加町 51.3 2.3 宮崎 44.4 延岡市 55.3 五ヶ瀬町 31.9 1.7
静岡 71.7 長泉町 84.9 南伊豆町 48.7 1.7 鹿児島 40.6 日置市 55.6 伊仙町 15.1 3.7
愛知 78.3 一色町 122.6 豊根村 54.2 2.3 沖縄 36.2 嘉手納町 69.8 多良間村 16.6 4.2
三重 62.4 朝日町 86.6 御浜町 41.4 2.1
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（※）平成２１年度 国民健康保険事業年報を基に作成 

保険料（税）調定額の県内・県間格差 

（万円） 
格差 順位

北 海 道 猿払村 133,682 上川町 53,376 2.5倍 83,673 20

青 森 県 東通村 95,572 鶴田町 52,792 1.8倍 77,828 33

岩 手 県 矢巾町 86,281 岩泉町 48,396 1.8倍 73,023 41

宮 城 県 富谷町 109,641 七ヶ宿町 49,825 2.2倍 84,600 16

秋 田 県 大潟村 123,405 鹿角市 51,975 2.4倍 76,233 38

山 形 県 南陽市 97,974 西川町 61,382 1.6倍 80,966 26

福 島 県 泉崎村 94,338 只見町 45,856 2.1倍 79,475 28

茨 城 県 境町 106,118 東海村 56,938 1.9倍 87,182 11

栃 木 県 西方町 112,838 那珂川町 65,193 1.7倍 93,965 1

群 馬 県 太田市 106,562 上野村 56,533 1.9倍 92,109 2

埼 玉 県 所沢市 106,630 小鹿野町 58,472 1.8倍 89,939 5

千 葉 県 富津市 102,443 成田市 71,838 1.4倍 88,281 8

東 京 都 千代田区 113,554 三宅村 40,506 2.8倍 81,379 25

神 奈 川 県 箱根町 106,427 座間市 79,249 1.3倍 87,550 9

新 潟 県 粟島浦村 100,320 津南町 54,584 1.8倍 77,019 35

富 山 県 黒部市 98,896 立山町 74,768 1.3倍 83,681 19

石 川 県 野々市町 102,023 川北町 74,054 1.4倍 89,484 6

福 井 県 あわら市 88,849 池田町 55,069 1.6倍 76,255 37

山 梨 県 鳴沢村 106,501 小菅村 60,460 1.8倍 85,312 15

長 野 県 山形村 100,507 大鹿村 39,113 2.6倍 78,131 32

岐 阜 県 美濃加茂市 102,235 飛騨市 63,559 1.6倍 86,374 12

静 岡 県 浜松市 102,169 川根本町 57,545 1.8倍 90,442 4

愛 知 県 高浜市 106,092 豊根村 47,057 2.3倍 91,211 3

三 重 県 桑名市 106,654 御浜町 57,497 1.9倍 88,860 7

滋 賀 県 栗東市 109,290 甲良町 66,059 1.7倍 87,347 10

京 都 府 精華町 95,852 伊根町 47,585 2.0倍 78,588 30

大 阪 府 大阪狭山市 102,520 田尻町 74,472 1.4倍 83,393 21

兵 庫 県 南あわじ市 95,098 新温泉町 55,458 1.7倍 83,125 23

奈 良 県 平群町 109,756 下北山村 46,187 2.4倍 85,968 13

和 歌 山 県 有田川町 88,594 古座川町 45,353 2.0倍 78,321 31

鳥 取 県 北栄町 80,369 岩美町 58,100 1.4倍 72,107 43

島 根 県 斐川町 94,911 邑南町 52,969 1.8倍 74,081 39

岡 山 県 笠岡市 93,193 美咲町 56,022 1.7倍 84,545 17

広 島 県 坂町 91,979 世羅町 62,461 1.5倍 82,570 24

山 口 県 防府市 94,500 阿武町 58,662 1.6倍 85,915 14

徳 島 県 徳島市 95,569 那賀町 58,634 1.6倍 79,343 29

香 川 県 多度津町 107,347 綾川町 65,965 1.6倍 83,157 22

愛 媛 県 四国中央市 88,649 西予市 54,669 1.6倍 73,764 40

高 知 県 高知市 82,119 三原村 42,018 2.0倍 72,714 42

福 岡 県 新宮町 91,587 添田町 53,708 1.7倍 76,427 36

佐 賀 県 基山町 101,124 玄海町 66,471 1.5倍 84,026 18

長 崎 県 大村市 85,583 小値賀町 51,084 1.7倍 71,631 44

熊 本 県 あさぎり町 92,636 天草市 56,132 1.7倍 77,133 34

大 分 県 臼杵市 92,565 姫島村 53,102 1.7倍 79,626 27

宮 崎 県 川南町 94,989 日之影町 55,128 1.7倍 71,033 45

鹿 児 島 県 南種子町 85,188 伊仙町 36,076 2.4倍 69,714 46

沖 縄 県 北谷町 67,000 伊平屋村 30,907 2.2倍 54,034 47

（注）1 保険料（税）調定額には介護納付金分を含んでいない。

      2 被保険者数は3～2月の年度平均を用いて計算している。

保険者別１人当たり保険料（税）調定額 都道府県別１人当たり
保険料（税）調定額最　大 最　小

都道府県別１人当たり保険料（税）調定額の格差の状況（平成21年度）



財政安定化支援事業 

５０％ ５０％ 

○普通調整交付金（７％） 
 市町村間の財政力の不均衡

等（医療費、所得水準）を調整
するために交付。 

○特別調整交付金（２％） 
 画一的な測定方法によって、

措置できない特別の事情（災
害等）を考慮して交付。 

調整交付金（国） 
９％ ※２ 

３２％  （←３４％ ）※２ 

２３，９００億円 

７，４００億円 

調整交付金 

定率国庫負担 

公費負担額 

国 計 ：      ３２，６００億円 

都道府県計： １０，９００億円 

市町村計：    １，３００億円 

※市町村への地方財政措置：１，０００億円 

○ 高額な医療費（１件８０万円超）の発生
による国保財政の急激な影響の緩和を
図るため、各市町村国保からの拠出金
を財源として、都道府県単位で費用負
担を調整し国及び都道府県は市町村の
拠出金に対して1/4 ずつ負担。 

  事業規模：２，９６０億円 

高額医療費共同事業※１ 

医療給付費等総額：約１１１，０００億円 

保険料 

（３１，７００億円） 

○  低所得者の保険料軽減分を公費で 
  支援。 
   事業規模：４，２４０億円 
       （都道府県 3/4、市町村 1/4） 
  

○  低所得者数に応じ、保険料額の一   

    定割合を公費で支援。                   
   事業規模：９９０億円 
 （国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

都道府県調整交付金 

９％  （←７％） ※2 

６，８００億円 

  保険財政共同   
安定化事業 ○  市町村国保間の保険料の平準化、財 

政の安定化を図るため、平成18年10月
から１件３０万円超の医療費について、
各市町村国保からの拠出金を財源とし
て、都道府県単位で費用負担を調整。 

保険財政共同安定化事業※１ 

            ※１   平成２２年度から平成２５年度までの暫定措置 
            ※２   それぞれ給付費等の９％、３２％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付金に振りかえる等の 
                     法律上の措置がある。 
            ※３      平成２２年度決算における決算補填等の目的の額 

（２４年度 予算案ベース） 

前期高齢者交付金 

○国保・被用者保険の６５歳か
ら７４歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。 

 

前期高齢者 
交付金 

 
３３，５００億円 

国保財政の現状 

保険料軽減制度 

保険者支援制度※１ 

保険者支援制度 

保険料軽減制度 

高額医療費共同事業 

法定外一般会計繰入 

約３，６００億円※３ 



保険料額 

７割軽減 
５割 

２割 

応益分（約５０％） 

応能分（約５０％） 

所得 
４，２４０億円（２４年度予算案） 

保険者支援制度及び保険料軽減制度の概要 

○保険料軽減制度 
  保険料軽減（応益分の７割、５割、２割）の対象となった被保険者の保険料のうち、軽減相当額を公費で財政支援。 
  
  ※ 対象者（平成２２年度実績）            ７割軽減 770万人（22.8％） 、 ５割軽減 230万人（ 6.8％） 、 ２割軽減 372万人（11.0％） 

   対象者の収入（３人世帯、給与収入の場合）        98万円以下            147万円以下                         223万円以下 
   （注）対象者のうち、７割軽減には６割軽減対象者を、５割軽減には４割軽減対象者を含む。 

財政支援 保険者支援制度 

９９０億円（２４年度予算案） 

当該市町村の平均 
保険料の１／２以内 

財政支援 保険料軽減制度 

（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４） 

中間所得者層の 

保険料負担を軽減 

（都道府県３／４、市町村１／４） 

○保険者支援制度 
 

保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、平均保険料の一定割合を保険者に対して財政支援。 



 
 地方財政措置 

「標準的な保険者」に比べ 

③高齢者（６０～７４歳）の割合 
 が高いことによる給付費の増 

②病床数が多いことによる 
 給付費の増 

①所得水準が低いことによる 
 保険料の減 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
険
料 

市町村国保特別会計 市町村一般会計 

財政安定化支援事業（地方交付税措置） 

○  市町村国保財政の安定化、保険料（税）負担の平準化等に資するため、市町村一般会計から市町村国保特別会計 
      への繰入れについて地方財政措置するもの。具体的には、ア．保険料負担能力、イ．過剰病床、ウ．年齢構成差を 
      勘案して算定された対象経費に相当する額を基準財政需要額に算入。 
 

  ※ 市町村では、これ以外に、決算補填等のため、３,６００億程度の繰入れをしている。（平成２２年度） 

「標準的な保険者」の場合 

都道府県負担 

 
 
 
 

② 

①  
 
 
 
 
 
 

③ 

国庫負担 

１０００億円 

法定外繰入れ 
３６００億円※ 

※決算補填等の目的の額 

  




